　　　　　　　　亀  防  第１１２９号 
　   　令和８年５月２８ 日
自治会長　各位
亀山市長　櫻井　義之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　     （公印省略）     
　
防犯灯施設管理費補助金の交付について（ご案内）

　向暑の候、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。

　平素は、市政にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

　さて、防犯灯施設管理費補助金（令和７年度分電気料金）の補助金の申請受付を開始いたします。申請をされる場合は、下記のとおり、必要書類をご提出いただきますようお願いいたします。
記

必 要 書 類
①　防犯灯施設管理費補助金交付請求書（別添）
※申請（請求）者は、請求書の提出日時点での自治会長名でお願いいたします。
※鉛筆や消えるボールペンでの記入は、不可とします。
※交付請求額は、空欄でお持ちください。窓口で領収書の確認をした後、金額
をその場でご記入いただきます。
②  領収証の写し
※電力会社発行の「電気料金等年間一括領収書（令和７年４月から令和８年３
月分）」全ページのコピーをご提出ください。

③　振込先の通帳、又は通帳のコピー

※窓口で、振込先の確認をさせていただきます。

受 付 期 間　　
６月１日（月）～予算終了まで【８：３０～１７：１５（閉庁日除く）】

提   出   先　 
亀山市役所　防災安全課　防災安全グループ（本庁舎２階）

その他ご連絡   
　　　・中部電力ミライズから「電気料金精算のお知らせ」が届いている自治会につきま
しては、必ずご持参ください。（令和７年度分）
　　　・自治会にて使用しなくなった防犯灯につきましては、必ず中部電力へ連絡し、契
約廃止の手続きを行ってください。あわせて、防災安全課防災安全グループへもご連絡のうえ、位置図、お客様番号、電柱番号のご提出をお願いいたします。

※令和７年度に防犯灯を新設している自治会は、一括領収書と別で新設分の領収書が自治会に届いている場合もありますので、ご確認のうえ、ご持参ください。





【担当】


　防災安全課防災安全グループ


高畑・河合・仲野　　電話：84-5035












